
令和２年６月４日  

学生団体代表者各位 

学 生 部   

スポーツ振興センター   

大学公認学生団体の課外活動の再開について 

令和 2 年 6 月 15 日（月）以降の学生団体の課外活動施設への立ち入りを第 1 段

階として次の条件付きで許可し、通常活動（練習、集会等）を認めます。 

つきましては、活動再開を希望する団体は、下記のとおり計画書等を提出してくださ

い。 

なお、大阪モデル（大阪府新型コロナ警戒信号）が赤色で発表された翌日は、課外

活動施設への入構を禁止とし、大阪府の府県をまたぐ移動は自粛をしてください。 

記 

 提 出 物： 課外活動再開計画書表紙、計画内容（フリーフォーマット）、 

課外活動再開に関する誓約書・同意書 

 提出場所： 学生部又はスポーツ振興センター 

 提出媒体： 紙又は電子メール 

         学 生 部： gakusei@itp.kindai.ac.jp

スポーツ振興センター： sports-center@ml.kindai.ac.jp

 結果通知： 学生部又はスポーツ振興センターから通知します。「活動の条

件」の範囲内であれば一両日中に通知いたしますが、感染予

防対策を実施しながら「活動の条件」を超える活動をするという

計画であれば判断に日数を要することがあります。 

 添付資料： ① 活動再開の条件、課外活動再開計画書作成の留意点 

② 課外活動再開計画書表紙（※ 添付資料なし） 

③ 課外活動再開に関する誓約書・同意書書式（※ 添付資料なし） 

④ 「新しい生活様式」の実践例 

以上 



【活動再開の条件】 

1 キャンパスへの入構制限があるため、メディア授業は、自宅等で受講してください。 

2 指定した条件に基づく活動(練習、集会等)に限定し、3 つの条件が同時に重なる場

(1 換気の悪い密閉空間、2 多くの人が密集、3 近距離での会話や発話)を避け、適

切な感染リスク低減措置を執ってください。引き続き、飲食を伴う懇親会・交流会等、

様々な人がモノに触れることを前提としたイベント等、接触感染や飛沫感染のリスク

の高い活動は禁止します。 

3 体育会、文化会および各学部自治会傘下の運動系団体(運動系の健康診断を受け

る必要がある団体)、応援部、吹奏楽部については、必ず指導者の指示の下で活動

してください。 

4 課外活動再開にあたり、各団体および学生本人の意志を尊重することとします。各

団体の指導者は、課外活動の再開に向けての計画書を提出し(指導者が不在の場

合は、各団体の代表者が作成し、担当部長に承認をもらう)、計画書に基づいた活

動が許可された団体で、学生の誓約・保証人の同意がある学生のみを対象とし、強

制的に活動させることはできません。 

5 学外の団体等が主催する行事の参加については、学生部およびスポーツ振興セン

ターに相談のうえ決定するものとします。 

6 新しい生活様式に沿った行動をとり、感染症予防に心掛けてください。 

7 通学時においても大きな声で談笑しないでください。 

8 施設へは活動時間の直前に分散して入り、活動後は速やかに帰宅してください。 

9 施設へ入る際にクラブセンター守衛室、記念会館守衛室（クラブセンター以外の施

設は記念会館）で手指のアルコール消毒と検温、入退出管理システムチェック（出

欠管理システムと同じ）を実施してください。学生証を常に携帯（特にＥキャンパスグ

ラウンドへはＥキャンパス守衛室でも必要）してください。指示があるまで、施設の利

用時間（開閉門時間）は９:００～２０:００までとします。 

10 発熱（37.5℃以上、または平熱より 0.5℃以上高い）、及び風邪のような症状がある

方、新型コロナウイルス感染者との濃厚接触が疑われる方、PCR検査で陽性、又は

PCR検査待ち・結果待ちの方は施設への入構ができません。 

11 外務省から渡航中止勧告等を受けている国へ渡航した方及び当該国在住者と接

触した方は 14 日間は入構を控えてください。 

12 息が上がる運動時は、マスクを外し、人と人の距離を 10m以上開けてください。 

13 息が上がらない運動時は、マスクを外し、人と人の距離を 5m以上開けてください。 

14 運動時以外は、マスクを着用し、人と人の距離を 2m以上開けてください。 

15 活動中に大声を出さないでください。また、唾や痰をはかないでください。 

16 タオルの共有はしないでください。 

17 屋内を使用する際は、換気に十分気をつけてください。 

18 クラブセンター内部室には同時に 2名以上入室しないでください。 



19 学内での食事は極力避け、必要がある場合は周囲の人と距離を取って対面を避

け、会話は控えてください。また、飲み物の回し飲みはしないでください。 

20 更衣室では換気に気をつけ、2m 以上離れてください。公共交通機関を利用しな

い学生は極力自宅で更衣してください。 

21 シャワーは間引きして使用してください。公共交通機関を利用しない学生は極力

自宅のシャワーを利用してください。 

22 ミーティングは全てオンラインで実施してください。 

23 マスクは各自で用意してください。 

24 クラブセンター守衛室・記念会館守衛室に手指用アルコール消毒液を用意します

が、クラブや個人の用具類等の消毒剤については各自で用意してください。 

25 各競技の連盟等から特段の指示がある場合は、その取り組みの方が厳格な場合

はそれを優先します。（連盟等の通知を再開計画書に添付） 

26 発熱など感染の疑いがある場合や同居家族に感染が疑われる方がいる場合は、

こまめに学生部又はスポーツ振興センターまで連絡してください。 

【課外活動再開計画書作成の留意点】 

1 大学構内において学生の立ち入り禁止が続き、メディア授業を自宅等で受講しなけ

ればならない（学内で受講できない）状況下で、人数・時間・場所・形態等を一定程

度制限し、活動する必要性が説明できること 

2 部長・指導者・学生の間で十分に連携をとることができ、部内での指揮命令系統が

明確であること（有事に活動を休止するなど、迅速に対応できる体制が整っているこ

と） 

3 活動前、活動中、活動後の感染および感染拡大防止に向けて、人数・時間・場所・

形態等をどのように工夫するか 

4 活動開始までの 2週間以上の体調管理を記録していること、再開後も継続すること 

5 体調の悪化や不良がある学生を速やかに発見し活動に参加させない等の対処が

できること 

6 不活動期間後の運動再開時の熱中症や心臓突然死を防止するための段階的な練

習計画を立てること 

7 学外の施設を利用する必要がある場合は、その施設の利用方針も遵守すること 

8 指導者は遵守事項が守られているか常に周囲に気をつけること 

9 合宿所、寮がある場合は、感染症の対策が基準を満たすこと、メディア授業が受講

可能な環境であること 

以上 




